
- 1 -

平成２５年５月１５日

平成２５年度宮内庁調達改善計画

１ 調達改善計画の目的

宮内庁では，これまでも「公共調達の適正化」の観点から，随意契約の見直しを行い，

やむを得ない場合を除き，競争入札，企画競争，公募等の競争性のある契約方式への移行

を進めてきたところであるが 「調達改善の取組の推進について （平成２５年４月５日， 」

行政改革推進本部決定）及び「平成２５年度調達改善計画の策定要領 （平成２５年４月」

１１日内閣官房行政改革推進本部事務局）に基づき，調達する財・サービスの特性を踏ま

え， サイクルにより，透明性・外部性を確保しつつ，自立的かつ継続的に調達改PDCA
善に取り組むため，平成２５年度宮内庁調達改善計画を以下のとおり定める。

２ 調達の現状分析

これまで「公共調達の適正化について（平成 年 月 日付け財計 号 」等に基18 8 25 2017 ）

づき，競争性のない随意契約の見直しに取り組んできたところである。この見直しを開始

した平成１８年度と平成２３年度を比較すると以下のとおりである。

（１）契約種別からみた契約金額及び割合

①平成１８年度の宮内庁（地方支分部局，施設等機関含む。以下「宮内庁」という）

， ， （ ）。における契約実績は 契約件数４００件 契約金額約５０億８千万円であった 注１

このうち，物品・役務等が約１５億２千万円・３０．０％，公共工事等が約３５億６

千万円・７０．０％であった。

②平成２３年度の宮内庁における契約実績は，契約件数３５８件，契約金額約５０億

８千万円であった（注２ 。このうち，物品・役務等が約１６億６千万円・３２．７）

％，公共工事等が約３４億２千万円・６７．３％となっている。

（２）競争性の観点からみた契約金額及び割合

平成１８年度の宮内庁における契約実績（契約件数４００件，契約金額約５０億８

千万円）及び平成２３年度の宮内庁における契約実績（契約件数３５８件，契約金額

約５０億８千万円）のうち，競争性のある契約と競争性のない随意契約については以

下のとおりである。

平成１８年度 平成２３年度

区 分 契約件数 契約金額 契約件数 契約金額

競争性のある契約 ２２５件 約１８億７千万円 (36.8) ２６７件 約３７億４千万円 (73.6)

一般競争契約 ２５件 約１億２千万円 (6.5) １４７件 約２４億４千万円 (65.2)

指名競争契約 １９２件 約１６億３千万円 (87.0) ９１件 約９億４千万円 (25.1)

８件 約１億２千万円 (6.5) ２９件 約３億６千万円 (9.7)企画競争・公募等

１７５件 約３２億１千万円 (63.2) ９１件 約１３億４千万円 (26.4)競争性のない随意契約

合 計 ４００件 約５０億８千万円(100.0) ３５８件 約５０億８千万円(100.0)

以上のように，見直しを開始した平成１８年度と平成２３年度を全体の契約金額に対

する割合で比較すると，競争性のある契約は，３６．８％から７３．６％へと大幅に増

加した一方，競争性のない随意契約は，６３．２％から２６．４％へと大幅に減少して

おり，その成果が現れている。
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（注１ 「平成１８年度契約に関する統計」より（少額随意契約は含まれていない 。） ）

（注２ 「平成２３年度契約に関する統計」より（少額随意契約は含まれていない 。） ）

３ 重点的に調達改善を図る分野

（１）随意契約の見直し

（２）一者応札の改善

（３）庁費類（汎用的な物品・役務）の調達の見直し

（４）各府省庁の独自に設定する分野

４ 調達改善の取組内容

（１）随意契約の見直し

「 （ ）」①これまでの 公共調達の適正化について 平成 年 月 日付け財計 号18 8 25 2017
等に基づく取組については，引き続き不断の努力が必要であることから，競争性の

ない随意契約によらざるを得ないと整理しているものについても，更に改善できる

案件が残されていないか十分に精査する。

②契約の性質又は目的が競争を許さない場合等において，新たに随意契約によろう

とする場合は，契約の適否について，事前に宮内庁随意契約審査委員会の審査を経

なければならないこととなっており，今後も随意契約によらざるを得ない合理的な

理由等を審査し，公正な随意契約を締結する。

③随意契約に係る情報の公表については，引き続き公表する。

（２）一者応札の改善

①発注情報の更新時期の見直し

公共工事の発注予定情報についてはホームページに掲載し，四半期毎に掲載内容

の更新を行っているが，物品・役務等の発注予定情報については，平成２４年度

からホームページに掲載しており，掲載内容の更新時期は年１回で運用している

ところである。本年度より物品・役務等について更新時期を増やすことを定め，

受注希望者へのより精度の高い情報提供を行う。

②公告期間の延長

平成２４年度より公告日から入札までの期間を最低でも開庁日１０日間とし，

より多くの事業者に周知するよう定め運用しているが，本年度の入札案件で，開

庁日１０日間より平均してどの程度日数の延長をしているかを精査し，更に数日

間の公告期間を延長する。

③条件等の精査

入札参加条件，発注単位，準備期間等，入札参加希望者が「参加しにくい」状況

になっていないかを引き続き重点的に精査する。

④情報の収集

昨年度より，一者応札となった入札案件について，業者へアンケートを実施し，

， ，要因分析及び改善方法について意見を求めることと定め運用しているが 本年度は

入札不調や不落となった案件についても，一者応札の改善に資するため，業者への

アンケートを実施し，要因分析及び改善方法について意見を求めることを定める。

（３）庁費類（汎用的な物品・役務）の調達の見直し

（ ） ， ， 。事務用消耗品 文房具等 について 調達内容の精査を行い 調達額を削減する

（４）各府省庁の独自に設定する分野

共同調達については，価格低減の観点から，平成２３年度より導入しており，本

年度は前年度比増を目指す。
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５ 調達改善の目標

（１）随意契約の見直し

①競争性のない随意契約によらざるを得ないと整理しているものについても，更に

改善できる案件が残されていないか十分に精査する。

②宮内庁随意契約審査委員会において，随意契約によらざるを得ない合理的な理由

等を審査し，公正な随意契約を締結する。

③随意契約に係る情報の公表については，引き続き公表する。

（２）一者応札の改善

①物品・役務等の発注情報の更新時期を年に１回から年に４回（四半期に一回）更

新と定め運用する。

②公告日から入札日までの期間を更に２日間延長することとし，最低でも開庁日１

２日間とする。

③主に仕様書の内容について，入札参加条件，発注単位，準備期間等，入札参加希

望者が「参加しにくい」状況になっていないかを引き続き重点的に精査する。

④入札不調や不落となった入札案件についても業者へのアンケートを実施し，要因

分析及び改善方法について意見を求めることを定める。

（３）庁費類（汎用的な物品・役務）の調達の見直し

事務用消耗品（文房具等）については，調達内容の精査を行い前年度調達額の５

％を削減する。

（４）各府省庁の独自に設定する分野

共同調達について，本年度はプリンター及びＦＡＸ用トナー等を実施する。平成

２６年度には，一般定期健康診断と宅急便を共同調達するべく，本年度中に内閣府

等と調整する。また，今後，新規共同調達案件の提案があった場合は，積極的に参

加するよう調整する。

６ その他独自の取組

旅費の事務効率化として，既に安価な料金で提供される包括旅行の利用拡大，チケ

ット手配等のアウトソーシングを導入しており，航空券や鉄道乗車券等についても割

引制度を利用しているところであるが，今後，より一層の利用を促進し，経費の削減

を図ることとし，旅行手配業務のアウトソーシングについては，利用件数を前年度よ

り１０％増加する。

７ 調達改善計画の実施状況の把握方法

調達改善計画の実施状況については，年２回定期的に把握する。なお，見直しの必要

を生じた場合等については，調達改善計画を改定し，その内容を公表する。

８ 調達改善計画の自己評価の実施方法

上半期終了時点，並びに，下半期終了時点における計画の達成状況，調達の具体的な

改善状況等について評価し公表する。

なお，評価については，宮内庁契約監視委員会委員長に意見を求めるほか，内部監査

の事後検証を活用し，評価の精度を高める。

９ 調達改善計画の推進体制

（１）庁内推進体制

「宮内庁調達改善推進委員会」を設置する。構成は以下のとおり。
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委員長 皇室経済主管

委員 長官官房主計課長

長官官房用度課長

管理部管理課長

（２）宮内庁調達改善推進委員会の役割

①調達改善計画の策定

②調達改善計画の自己評価

（３）外部有識者の活用方法

当庁の契約内容に精通する宮内庁契約監視委員会委員長に，調達改善計画の策定及

び自己評価の実施の際に意見を求める。

（４）内部監査等の活用

内部監査及び会計検査における検査結果や意見等を調達改善計画の見直しに活用す

る。


